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年
末
年
始

12月は地球温暖化防止月間です。家庭や職場などの電気やガス・水道の使用量を確認して、省エネを心がけましょう

１２
月
の
環
境
ひ
ろ
ば

「
食
の
安
全
性
を
考
え
る

�
そ
の
２
」

d

１２
月
１５
日
㈰
午
前
１０
時
～
正
午

b
市
役
所
プ
レ
ハ
ブ
会
議
室
第
１



→
ま
ち
づ
く
り
計
画
課
（
内
３５６
）

公
開
し
て
い
ま
す

●
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
・
介
護
保

険
事
業
計
画
策
定
検
討
委
員
会

d

１２
月
１２
日
㈭
午
後
６
時
３０
分
～
８

時
３０
分

b
い
ず
み
プ
ラ
ザ

n
第
８
期
計
画
策
定
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

に
関
し
て

→
高
齢
福
祉
課
☎
０
４
２
・
３２１
・
１

３
０
１

●
子
育
て
・
子
育
ち
い
き
い
き
計
画

推
進
協
議
会

d

１２
月
１８
日
㈬
午
後
６
時
～

b
市
役
所
プ
レ
ハ
ブ
会
議
室
第
１

n
平
成
３０
年
度
実
績
に
基
づ
く
施
策

評
価
に
関
し
て



→
子
ど
も
若
者
計
画
課
（
内
４３９
）

●
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会

d

１２
月
２３
日
㈪
午
後
６
時
３０
分
～
８

時
３０
分

b
市
役
所
第
１
庁
舎
３
階
第
一
・
二

委
員
会
室

n
障
害
者
計
画
に
関
し
て
ほ
か

z
手
話
通
訳
・
要
約
筆
記
の
希
望
者

は
１２
月
１３
日
㈮
ま
で
に
電
話
ま
た
は

v

０
４
２
・
３２４
・
６
８
３
１
で
障
害

福
祉
課
へ



→
障
害
福
祉
課
（
内
５２１
）

●
ま
ち
づ
く
り
市
民
会
議

d

１２
月
２４
日
㈫
午
後
２
時
～

b
市
役
所
プ
レ
ハ
ブ
会
議
室
第
１

n
ま
ち
づ
く
り
条
例
の
見
直
し
の
検

討
に
関
し
て



→
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
（
内
４５７
）

史
跡
武
蔵
国
分
寺
跡

整
備
工
事

市
民
説
明
会
を
開
催

史
跡
武
蔵
国
分
寺
跡
整
備
工
事
、

僧
寺
伽
藍
中
枢
部
周
辺
地
域
の
基
本

設
計
な
ど
を
説
明
し
ま
す
。

d

１２
月
２０
日
㈮
午
後
６
時
３０
分
～
・

２１
日
㈯
午
前
１０
時
～
※
同
内
容
・
１

時
間
程
度

b
も
と
ま
ち
地
域
セ
ン
タ
ー

→
ふ
る
さ
と
文
化
財
課
☎
０
４
２
・

３００
・
０
０
７
３

さ
つ
き
井
戸
を
新
設

内
藤
さ
つ
き
公
園
（
内
藤
１
―
２０
―

１９
）
内
に
む
か
し
の
井
戸
「
さ
つ
き

井
戸
」
を
新
設
し
ま
し
た
。
平
常
時

の
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
場
、
災
害

時
の
生
活
用
水
の
給
水
拠
点
と
し
て

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
飲
用
と
し
て
の

利
用
は
で
き
ま
せ
ん
。


→
防
災
安
全
課
（
内
５１１
）

年
末
年
始
は
道
路
上
で

工
事
が
で
き
ま
せ
ん

市
道
と
市
が
管
理
す
る
私
道
上

で
、
１２
月
２５
日
㈬
～
令
和
２
年
１
月

５
日
㈰
は
工
事
を
行
う
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
（
緊
急
工
事
は
除
く
）。
年

末
年
始
の
交
通
混
雑
緩
和
を
図
る
た

め
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

本
年
の
道
路
占
用
申
請
受
け
付
け

は
、
年
内
の
工
事
は
１２
月
６
日
㈮
ま

で
、
翌
年
以
降
の
工
事
は
２０
日
㈮
ま

で
行
い
ま
す
。
な
お
、
令
和
２
年
の

申
請
受
け
付
け
開
始
日
は
１
月
６
日

㈪
か
ら
で
す
。



→
道
路
管
理
課
（
内
４２９
）

東
京
に
お
け
る
都
市
計
画

道
路
の
在
り
方
に
関
す
る

基
本
方
針
の
策
定
・
公
表

都
・
特
別
区
と
２６
市
２
町
は
、
優

先
整
備
路
線
等
を
除
く
未
着
手
の
都

市
計
画
道
路
に
関
し
て
、
協
働
で
調

査
検
討
を
進
め
、
見
直
し
に
関
す
る

検
証
手
法
や
個
々
の
路
線
の
計
画
変

更
等
の
対
応
方
針
を
示
し
た
基
本
方

針
を
取
り
ま
と
め
ま
し
た
。

公
表
場
所
①
ま
ち
づ
く
り
計
画
課

（
市
役
所
第
２
庁
舎
）
②
都
ＨＰ
③
都

民
情
報
ル
ー
ム
（
都
庁
第
一
本
庁
舎

３
階
）
④
各
市
区
町
の
窓
口

i
ま
ち
づ
く
り
計
画
課
、
都
都
市
整

備
局
都
市
基
盤
部
街
路
計
画
課
☎

０３
・
５
３
８
８
・
３
３
７
９

z
詳
し
く
は
、
市
ＨＰ・
都
hhttp://

www.toshiseibi.m
etro.tok

yo.jp/

を
ご
覧
く
だ
さ
い



→
ま
ち
づ
く
り
計
画
課
（
内
４５４
）

木
造
住
宅
耐
震
診
断
士
を

募
集災

害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
の
た

め
、
市
に
登
録
す
る
耐
震
診
断
士
を

派
遣
し
、
耐
震
診
断
を
行
う
木
造
住

宅
耐
震
診
断
士
派
遣
事
業
を
実
施
し

て
い
ま
す
。
本
事
業
の
趣
旨
を
理
解

し
、
業
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き

る
建
築
士
を
募
集
し
ま
す
。

t
①
～
④
の
す
べ
て
を
満
た
す
方

①
（
一
財
）
日
本
建
築
防
災
協
会
が

定
め
る
「
木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
と

補
強
方
法
」
に
基
づ
く
、
一
般
診
断

法
に
よ
る
耐
震
診
断
を
行
う
こ
と
が

で
き
、実
務
経
験
を
有
す
る
②
本
市・

隣
接
市
の
建
築
士
事
務
所
に
所
属
し

て
い
る
③
原
則
と
し
て
、（
一
社
）

東
京
都
建
築
士
事
務
所
協
会
の
会

員
、
ま
た
は
東
京
都
木
造
住
宅
耐
震

診
断
事
務
所
登
録
制
度
で
登
録
さ
れ

て
い
る
事
務
所
に
所
属
す
る
④
登
録

講
習
会
〔
d
令
和
２
年
１
月
２６
日
㈰

午
前
１０
時
～
１１
時
３０
分
b
市
役
所
プ

レ
ハ
ブ
会
議
室
第
１
〕
に
出
席
で
き

るm
令
和
２
年
１
月
１０
日
㈮
ま
で
に
耐

震
診
断
士
登
録
申
込
書
・
必
要
書
類

を
郵
送
（
必
着
）
ま
た
は
直
接
〒
１８５

―

８５０１
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
（
市
役
所

第
２
庁
舎
）
へ
※
申
込
書
・
必
要
書

類
な
ど
詳
し
く
は
市
ＨＰ
ま
た
は
同
課

へ



→
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
（
内
４５３
）

　林を良い状態で将来に引き継ぐために、樹
木更新（＊）をエックス山等市民協議会と協働
で実施します。
（＊）�切り株やどんぐりから新しい芽が出るこ

とを目的に、決められた区域内のすべて
の樹木を伐採すること

d令和2年2月までの月・水・金曜日の午前9
時30分～11時30分〔12月27日（金）～令和2
年1月3日（金）・10日（金）、13日（祝）、2月
24日（振休）を除く〕※都合のつく日・時間
帯のみの参加可b西恋ヶ窪緑地（エックス山）
※当日直接会場へn伐採した枝をのこぎりで
切り、まとめる作業など

→緑と建築課（内354）

西恋ヶ窪緑地西恋ヶ窪緑地
（エックス山）の（エックス山）の

樹木更新に参加しませんか樹木更新に参加しませんか

防災行政無線を用いたＪアラートの防災行政無線を用いたＪアラートの
全国一斉情報伝達訓練を実施します全国一斉情報伝達訓練を実施します

→防災安全課（内373）

放送内容�これは、Ｊアラートのテストです（3回繰り返す）。�
こちらは、防災こくぶんじです。（防災行政無線チ
ャイム）

12月4日（水）午前11時頃訓練実施日時

　地震や武力攻撃などの災害が発生
した場合に備え、全国瞬時警報シス
テム（Ｊアラート）からの緊急情報を、
防災行政無線を用いて皆さんにお伝
えするため、全国一斉情報伝達訓練
を実施します。訓練では、市内41か
所に設置してある防災行政無線から、

月～金曜日午後2時に放送している「子どもの見守り放送」
と同程度の音量で、一斉に放送します。

m�i粗大ごみ・せん定
てい

枝
し

受付センター☎（042）5
ご

3
み

8
は

-1
い

1
い

5
ご

3
み

v（042）538-1150　※粗大ごみは市ＨＰからも申し込み可

収集地域
年内（12月） 年始（1月）

申し込み
締め切り日 収集最終日 収集開始日

西町・高木町・北町・
新町・並木町・東戸倉

20日（金）

※�23日（月）～
27日（金）の
申し込みは
年始の収集

23日（月） 6日（月）

日吉町・光町・富士本・
内藤 24日（火） 7日（火）

泉町・戸倉・西恋ヶ窪 25日（水） 8日（水）

東元町・西元町・南町 26日（木） 9日（木）

本町・本多・東恋ヶ窪 27日（金） 10日（金）
※粗大ごみ処理券は申し込み後に購入してください／多量の場合は数回
に分けて収集する場合あり／事業系のごみは収集不可

m�i環境対策課☎（042）300-5300
e�1便槽2，000円※仮設トイレは1便槽10，000円
（前納制）

年内
（12月）

申し込み締め切り日 26日（木）
くみ取り最終日 27日（金）

年始
（1月）

申し込み開始日 6日（月）
くみ取り開始日 7日（火）

iごみ減量推進課☎（042）300-5303

収集資源物
年内収集
の最終日
（12月）

年始収集
の開始日
（1月）

ペットボトル 30日（月）13日（祝）
陶磁器（食器） 27日（金）

午後5時
まで

6日（月）金物（鍋・フライパン・傘など）
小型家電（デジタルカメラなど）

●粗大ごみ（有料）・せん定枝（無料）申込制 ●し尿くみ取り 申込制 ●資源物の拠点収集

年末年始は申し込みが集中するため、分散してのごみ出しにご協力をお願いします。
→環境対策課☎（042）300-5300／ごみ減量推進課☎（042）300-5303

　一部地域の有害ごみの年内最終収集日は、
12月前半（右表参照）です。出し忘れのない
ようにご注意ください。なお、もやせるごみ
やほかの地区の有害ごみなどの年内最終・年
始開始収集日は12月15日号に掲載予定です。

ごみ・資源物は収集日の朝、午前8時30分までに出してください

収集地区 年内収集の最終日（12月）

東元町・西元町 4日（水）

本町・本多・東恋ヶ窪・東戸倉 11日（水）

有害ごみの年内最終収集日にご注意ください

年末年始のごみ・資源物収集日程年末年始のごみ・資源物収集日程


